
 

 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出により算定できる加算について 

 

 事業所及びその役割 事業所加算及び留意点等 

１ 

相
談 

●担当事業所 

指定特定相談支援事業所 

●福祉サービス 

計画相談支援・障害児相談支援 

●内容 

障がい当事者及び家族等の緊急

事態で短期入所を利用する場合に

おいて、指定短期入所事業所への

必要な情報の提供や利用の調整の

実施 

 

 

●地域生活支援拠点等相談強化加算 

700単位/回(1人に月４回迄) 

【加算要件】 

・運営規程に地域生活支援拠点等を定め、区へ届出 

・当該事業所で相談支援を受けている人の緊急短期の利

用調整に対して加算可 

【留意点】 

・緊急対応の経過を記録（５年保存）し、必要に応じて

区に記録を提出 

【区との連携】 

・緊急時の支援が見込めない世帯の「安心支援プラン」

への登録及び基幹相談支援センターへの情報共有 

４ 

専
門
的
人
材
の
確
保
・
養
成 

●担当事業所 

 指定特定相談支援事業所 

●福祉サービス 

指定計画相談支援・指定障害児

相談支援 

●内容 

指定特定・障害児相談支援事業

所が相談支援専門員で右に掲げ

る専門研修を修了した者を配置

して、障害特性に対応した指定

サービス利用支援又は指定継続

サービス利用支援を行った場合 

 

※報酬加算にあたり、運営規程に

地域生活支援拠点等の規定は不

要。 

◎①②③の各支援体制加算 35単位/月 

●行動障害支援体制加算 

①強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護 

●従事者養成研修修了者 

要医療児者支援体制加算 

②医療的ケア児等コーディネーター養成研修又は知事 

が認める研修修了者 

●精神障害者支援体制加算 

③精神障害関係従事者養成研修事業若しくは精神障害者 

支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業又は地域包 

括ケアシステムの構築推進事業における精神障害者の 

地域移行関係職員への研修その他知事が認める研修修 

了者 

【加算要件】 

・各専門研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以

上配置 

【留意点】 

・各利用者の障害特性に対応できないことを理由にサー

ビス提供を拒めない 

・研修修了者の配置を区に届け出て、その旨を事業所に

掲示するとともに公表 

 

資料３ 別紙４ 



５
地
域
の
体
制
づ
く
り 

●担当事業所 

指定特定相談支援事業所 

●福祉サービス 

計画相談支援・障害児相談支援 

●内容 

地域生活支援拠点等の地域の体

制づくりの機能として地域の実情

に即したサービス提供体制の確保

や、地域の社会資源の連携体制の

構築を実施 

 

 

●地域体制強化共同支援加算 

2,000単位/回(1人月1回を限度) 

【加算要件】 

・運営規程に地域生活支援拠点等を定め、区へ届出 

・支援が困難な計画相談支援対象障がい者等に対して、

指定特定相談支援事業所等が、福祉サービス等提供者

(基幹相談支援センター･保健･医療･福祉･就労･教育等

サービス提供者等)、３者以上と共同し、情報共有及

び支援内容を検討し、在宅での療養または地域におい

て生活する上で必要となる説明・指導等の必要な支援

を共同して実施するとともに、地域課題を整理し協議

会等に報告 

【留意点】 

・指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業

所以外の支援関係者が支援を行うに要した経費は加算

を受けた相談支援事業所が負担 

【区との連携】 

・緊急時の支援が見込めない世帯の「安心支援プラン」

への登録及び基幹相談支援センターへの情報共有 

 

 


